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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成端済カセットを保持するための保持機構を備えているパッチパネルの中に取り付けら
れる成端済カセットであって、前記カセットを前記パネルから取り外せるようにする解放
ラッチを有している、成端済カセットにおいて、前記解放ラッチは、
　前記成端済カセットの側壁に位置する片持ち梁であって、前記梁を前記側壁に対し撓ま
せることができるヒンジ点を有している、片持ち梁と、
　前記片持ち梁の遠位端に設けられている押圧タブと、
　前記片持ち梁の表面の前記ヒンジ点と前記押圧タブの間から突き出ているラッチタブで
あって、前記カセットが前記パッチパネルに取り付けられる時、前記パッチパネルの前記
保持機構と係合することができる、ラッチタブと、を備え、
　前記成端済カセットの各側壁は、前記パッチパネルの保持機構と係合することができる
解放ラッチを有し、
　前記解放ラッチは、前記成端済カセットの前記側壁内のスロットによって形成されてい
る、成端済カセット。
【請求項２】
　前記ラッチタブと前記パッチパネルの前記保持機構は、互いに相補的な形状を有してい
る、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項３】
　前記ラッチタブは、前記押圧タブが前記カセットの前記側壁に対し内向きに押されると
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、内向きに撓ませることができる、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項４】
　前記ラッチタブは、前記ラッチタブが内向きに撓まされると、前記パッチパネルの前記
保持機構から外れる、請求項３に記載の成端済カセット。
【請求項５】
　前記成端済カセットの前記側壁から伸張していて、前記押圧タブに隣接して位置する把
持面を更に備えている、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項６】
　前記片持ち梁は、前記成端済カセットの前記側壁内のスロットによって形成されている
、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項７】
　前記成端済カセットの前記側壁から伸張している把持面を更に備えており、前記スロッ
トは、前記片持ち梁の前記ヒンジ点から前記把持面まで伸張している、請求項６に記載の
成端済カセット。
【請求項８】
　前記成端済カセットは、カセット基部とカセットカバーを備えている、請求項１に記載
の成端済カセット。
【請求項９】
　前記片持ち梁は、前記カセットカバーの側壁のスロットにより形成されている、請求項
８に記載の成端済カセット。
【請求項１０】
　前記片持ち梁は、前記カセット基部の側壁のスロットにより形成されている、請求項８
に記載の成端済カセット。
【請求項１１】
　前記カセット基部は、ノッチが設けられた少なくとも１つの内部リブを備えており、前
記ノッチは、前記片持ち梁が内向きに撓まされる時の前記梁のクリアランスを提供し、前
記片持ち梁が内向きに撓まされる時の前記片持ち梁の過剰な撓みを防ぐための前記梁の停
止装置として働く、請求項８に記載の成端済カセット。
【請求項１２】
　前記解放ラッチは自己増力性能を有する、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項１３】
　前記成端済カセットは、成端済高密度マルチファイバープッシュオン型ケーブルアッセ
ンブリである、請求項１に記載の成端済カセット。
【請求項１４】
　前記成端済高密度マルチファイバープッシュオン型ケーブルアッセンブリは、前記成端
済高密度ケーブルアッセンブリの表面に沿って角度の付いた輪郭を備えている、請求項１
４に記載の成端済カセット。
【請求項１５】
　成端済カセットを受け入れるためパッチパネルにおいて、前記パッチパネルは、
　上フランジと下フランジを備えているフレームと、
　前記上フランジから下向きに伸張している複数の上パネルタブと、
　前記下フランジから上向きに伸張している複数の下パネルタブと、
　複数の側面ガイドであって、それぞれが、
　　上パネルタブを受け入れることができるようになっている上スロット及び下パネルタ
ブを受け入れることができるようになっている下スロットと、
　　成端済カセットを保持するための一対のガイドラッチタブと、を有する、側面ガイド
と、
　隣接する側面ガイドの間に取り付けられる成端済カセットであって、前記カセットを前
記パッチパネルから取り外せるようにする解放ラッチを有しており、前記解放ラッチは、
　　前記成端済カセットの側壁に位置する片持ち梁であって、前記梁を前記側壁に対し撓
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ませることができるヒンジ点を有している、片持ち梁と、
　　前記片持ち梁の遠位端に設けられている押圧タブと、
　　前記片持ち梁の表面の前記ヒンジ点と前記押圧タブの間から突き出ているラッチタブ
であって、前記カセットが隣接する側面ガイドの間に受け入れられた時、前記カセットを
前記パッチパネル内に保持するように、前記パッチパネルの前記ガイドラッチタブの内の
１つと係合することができる、ラッチタブと、を備えている、成端済カセットと、を備え
、
　前記成端済カセットの各側壁は、前記パッチパネルのガイドラッチタブと係合すること
ができる解放ラッチを有し、
　前記解放ラッチは、前記成端済カセットの前記側壁内のスロットによって形成されてい
る、パッチパネル。
【請求項１６】
　前記ガイドラッチタブは、前記側面ガイドの後方端から外向きに伸張し、反対方向を向
いている、請求項１５に記載のパッチパネル。
【請求項１７】
　前記カセットは、前記成端済カセットの前記側壁から伸張し、前記押圧タブに隣接して
位置する把持面を更に備えている、請求項１５に記載のパッチパネル。
【請求項１８】
　前記パッチパネルは、或る角度に曲げられたパッチパネルと高密度パッチパネルから成
るグループから選択される、請求項１５に記載のパッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成端済カセットに関し、より具体的にはパッチパネル内に取り付けられてい
る成端済カセットを取り外すための解放ラッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本特許出願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．第１１９条（ｅ）に基づき、２００６年１０月１１日
に出願された米国仮特許出願第６０／８２９，０７０号に対する優先権を主張し、同仮出
願の開示全体を参考文献としてここに援用する。本特許出願は、更に、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．
第１１９条（ｅ）に基づき、２００７年８月９日に出願された米国仮特許出願第６０／９
５４，８６３号に対する優先権を主張し、同仮出願の開示全体を参考文献としてここに援
用する。
【０００３】
　成端済の銅又はファイバーケーブルカセットを使えば、ケーブルをパッチパネルへ迅速
且つ確実に取り付けることができるようになる。成端済カセットは、出荷前に、顧客の仕
様に基づいて組み立てられる。カセットの性能も、顧客に出荷する前に検証される。従っ
て、新しいデータセンターを取り付けるか又は既存のデータセンターを変更しようとする
顧客は、一般に現場でのケーブル端子処理、テスト実施、及び取り付けに伴うデータセン
ターの停止時間を最小限に抑えるのに役立つ成端済カセットを使用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国仮特許出願第６０／８２９，０７０号
【特許文献２】米国仮特許出願第６０／９５４，８６３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　先行技術による成端済カセットは、カセットの上面に位置するラッチ又はスライドアー
ムを含んでいる。これらのカセットは、一旦パッチパネルに取り付けられてしまうと、ラ
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ッチに容易にアクセスすることができないため、カセットを取り外すことがしばしば難し
くなる。複数のカセットがデータセンターのパッチパネルに取り付けられている場合は、
ラッチを外し成端済カセットを取り外すことは、顧客がケーブルの列の間に手を入れてラ
ッチを外す必要があるため、難しくなる。而して、容易にアクセスすることができ、パッ
チパネルから取り外し易くする解放機構を有する、成端済カセットが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　パッチパネルの中へ取り付けられる成端済カセット用の解放ラッチを説明する。成端済
カセットは、カセットを保持するための保持機構を含んでいるパッチパネルから、カセッ
トを取り外せるようにするための解放ラッチを含んでいる。解放ラッチは、成端済カセッ
トの側壁に位置する片持ち梁を含んでいる。片持ち梁は、梁を側壁に対して撓ませること
のできるヒンジ点を有している。解放ラッチは、更に、片持ち梁の遠位端に設けられてい
る押圧タブと、片持ち梁の表面から突き出ているラッチタブを含んでいる。ラッチタブは
、ヒンジ点と押圧タブの間に位置している。ラッチタブは、カセットをパッチパネルに取
り付ける時、パッチパネルの保持機構と係合させることができる。
【０００７】
　成端済カセットの各側壁は、解放ラッチを有しているのが望ましい。更に、ラッチタブ
と、パッチパネルの保持機構は、互いに相補的な形状を有している。ラッチタブと保持機
構が互いに係合することができる限り、様々な相補的形状を使用することができる。
【０００８】
　ラッチタブは、押圧タブをカセットの側壁に対し内向きに押すと、好適に内向きに撓ま
せることができる。ラッチタブは、内向きに撓ませると、パッチパネルの保持機構から外
すことができる。
【０００９】
　或る好適な実施形態では、成端済カセットは、同カセットの側壁から伸張していて、押
圧タブに隣接して位置する把持面を含んでいる。例えば、把持面は、成端済カセットの後
部に位置する壁伸張部であってもよい。把持面は、カセットをパッチパネルに挿入する際
又はパッチパネルから取り外す際に掴む追加の表面を利用者に提供することができる。
【００１０】
　解放ラッチを有する成端済カセットを受け入れるためのパッチパネルについても説明す
る。パッチパネルは、上及び下フランジを有するフレームを含んでいる。パネルは、上フ
ランジから下向きに伸張している複数の上パネルタブと、下フランジから上向きに伸張し
ている複数の下パネルタブを含んでいる。パッチパネルは、更に、上パネルタブを受け入
れることができるようになっている上スロットと下パネルタブを受け入れることができる
ようになっている下スロットとを有する、複数の側面ガイドを含んでいる。側面ガイドは
、一対のガイドラッチタブを含んでいる。両ガイドラッチタブは、側面ガイドの後端から
外向きに伸張していて、反対方向を向いている。ガイドラッチタブは、パッチパネルのた
めの保持機構を含んでいてもよい。好適なことに、パッチパネルは、解放ラッチを有する
成端済カセットが隣接する側面ガイドの間に受け入れられた時、同カセットを保持するよ
うになっている。
【００１１】
　別の実施形態では、成端済カセットを保持するための保持機構を含んでいるパッチパネ
ルの中へ取り付ける成端済カセットは、解放タブを備えている。解放タブは、成端済カセ
ットの表面に接続されている固定端と、カセットの側壁に沿って伸張している自由端を有
している。解放タブは、更に、タブの固定端と自由端の間に位置するヒンジ部分を含んで
いる。タブがカセットの側壁に向けて内向きに押圧されると、自由端は、カセットをパッ
チパネルから取り外せるように、パッチパネルの保持機構と相互に作用し合う。好適なこ
とに、解放タブがカセットの側壁と保持機構の間に差し込まれていて、保持機構をカセッ
トの側壁から離れる方向に撓ませるようになっている。
【００１２】
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　上記及び他の態様並びに利点は、適宜、添付図面を参照しながら、以下の詳細な説明を
読んで頂ければ当業者には明らかになるであろう。更に、この概要は、一例に過ぎず、特
許請求の範囲に記載の本発明の範囲を限定する意図はないものと理解頂きたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パッチパネルと本発明の或る実施形態の解放機構を有する多数の成端済カセット
の後面斜視図を示している。
【図２】図１に示しているパッチパネルに取り付けられた、本発明の或る実施形態による
多数の成端済カセットの後面斜視図を示している。
【図３】図１のパッチパネルの分解図であり、側面ガイドがパッチパネルに取り付けるた
め位置合わせされた状態を示している。
【図４】図３のパッチパネルの、側面ガイドが取り付けられた状態の後面斜視図を示して
いる。
【図５】図４に示しているパッチパネルに取り付けられた側面ガイドの部分側面斜視図を
示している。
【図６】図２のパッチパネルに取り付けられた、本発明の或る実施形態による成端済カセ
ットの内の１つの部分後面斜視図を示している。
【図７】図６のパッチパネルに取り付けられた、図６の成端済カセットの部分上面図を示
している。
【図８】図６のパッチパネルに取り付けられた図６の成端済カセットの部分後面斜視図で
あり、解放タブが押圧された状態を示している。
【図９】図６のパッチパネルに取り付けられた図６の成端済カセットの部分上面図であり
、解放タブが押圧された状態を示している。
【図１０】本発明の側面ガイドが、成端済カセットを受け入れるために取り付けられてい
る、或る角度に曲げられたパッチパネルを示している。
【図１１】本発明の側面ガイドが、図６の成端済カセットを受け入れるために取り付けら
れている、高密度パッチパネルを示している。
【図１２】本発明の或る実施形態による成端済カセットの部分後面斜視図を示している。
【図１３】図１２の成端済カセットのカセット基部の部分後面斜視図を示している。
【図１４】図１２の成端済カセットのカセット基部の部分斜視図を示している。
【図１５】図４に示しているパッチパネルに取り付けられている図１２の成端済カセット
の部分上面図を示している。
【図１６】図１２の成端済カセットの部分上面図であり、解放ラッチが押圧された状態を
示している。
【図１７】図４のパッチパネルと同パッチパネルに取り付けることができる図１２の多数
の成端済カセットの後面斜視図を示している。
【図１８】本発明の或る実施形態による成端済高密度マルチファイバープッシュオン（Ｍ
ＰＯ）型ケーブルアッセンブリの後面斜視図を示している。
【図１９】図１８の成端済高密度ＭＰＯケーブルアッセンブリの分解後面斜視図を示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１と図２は、複数の側面ガイド５０がパッチパネル内に取り付けられている代表的な
パッチパネル２０を示している。パッチパネル２０は、隣接する側面ガイド５０の間に配
置される多数の成端済カセット８０を受け入れる。成端済カセット８０は、カセット８０
が隣接する側面ガイド５０の間をパッチパネル２０にパチンと嵌るまで、パッチパネル２
０の中へ真っ直ぐに挿入される。
【００１５】
　図３は、本発明の側面ガイド５０を備えたパッチパネル２０の分解図を示している。パ
ッチパネル２０は、上フランジ２４と下フランジ２６と複数の開口部２８とを有するフレ
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ーム２２を含んでいる。パッチパネル２０の各端部は、パッチパネルをネットワークラッ
ク（図示せず）に固定するための取付穴３４を有する取付板３２を含んでいる。
【００１６】
　パッチパネル２０は、複数のパネルタブ４０、４１を含んでいる。図３に示しているよ
うに、パネルタブ４０は、上フランジ２４から下向きに伸張し、パネルタブ４１は、下フ
ランジ２６から上向きに伸張している。パネルタブ４０は、パネルタブ４１より短くても
よい。パネルタブ４０、４１は、パッチパネル２０の各開口部２８の端近くに位置してい
る。パッチパネル２０の上フランジ２４は、更に、複数の方向合わせ用ノッチ４２を含ん
でいる。方向合わせ用ノッチ４２は、パッチパネルフレーム２２の上フランジ２４から伸
張しているパネルタブ４０の後方に配置されている。
【００１７】
　パッチパネルの上フランジ２４と下フランジ２６は、更に、複数の支持フランジ２５、
２７それぞれを含んでいる。支持フランジ２５と２７は、カセットがパッチパネル内に取
り付けられる時、各成端済カセットを心合わせして、各成端済カセットを案内する働きを
する。
【００１８】
　図３は、更に、本発明の側面ガイド５０の１つがパッチパネル２０に取り付けられる前
の状態を示しており、図４と図５は、側面ガイド５０がパッチパネル２０に取り付けられ
た状態を示している。側面ガイド５０は、成端済カセットをパッチパネル２０内に保持す
るために、保持機構を含んでいてもよい。支持フランジ２５と２７に加え、側面ガイド５
０も、成端済カセット８０がパッチパネル２０内に正しく位置決めされるように、同カセ
ット８０を案内する。側面ガイド５０は、更に、カセット８０が確実にパッチパネル２０
に固定されるようにしている。
【００１９】
　各側面ガイド５０の上面５２と下面５４は、それぞれ開口部又はスロット５６、５７を
含んでいる。下で論じるが、側面ガイド５０がパッチパネル２０に取り付けられる時、ス
ロット５６は、パネルタブ４０の内の１つを受け入れ、スロット５７は、パネルタブ４１
の内の１つを受け入れる。側面ガイド５０は、更に、側面ガイド５０内の、側面ガイド５
０の上面５２と下面５４の付近に配置されているガイドタブ６０を含んでいる。ガイドタ
ブ６０は、側面ガイド５０がパッチパネル２０に取り付けられる時、パネルタブ４０、４
１と係合するように設計されている。
【００２０】
　側面ガイド５０の上面５２は、更に、方向合わせ用タブ６２を含んでいる。方向合わせ
用タブ６２は、パッチパネル２０の方向合わせ用ノッチ４２と整列して、側面ガイド５０
が確実にパッチパネル２０に正しく取り付けられるようにする。各側面ガイド５０の中心
部は、側面ガイド５０の背面から外向きに伸張する一対の可撓性を有するガイドラッチタ
ブ６４を含んでいる。ガイドラッチタブ６４は、成端済カセット８０がパッチパネル２０
に取り付けられる時に、カセットの側壁８２に係合するリップ６６を含んでいる（図２及
び図６から図９参照）。代わりのやり方では、ガイドラッチタブ６４は、パッチパネル２
０に取り付けられる時に、成端済カセット１１５のラッチタブ１２８（図１２から図１７
参照）、又は成端済高密度マルチファイバープッシュオン（ＭＰＯ）型ケーブルアッセン
ブリ１５０のラッチタブ１２８（図１８及び図１９参照）と係合するリップを含んでいる
。
【００２１】
　側面ガイド５０は、パネルタブ４０、４１がスロット５６、５７の中にそれぞれ入るよ
うに、滑らせてパッチパネル２０に差し込まれる。パネルタブ４０とパネルタブ４１は、
確実に、側面ガイド５０がパッチパネルに正しく取り付けられるようにするために、スロ
ット５６とスロット５７それぞれとしか嵌り合わないキーを形成している。側面ガイド５
０を滑らせてパッチパネル２０に差し込むと、ガイドタブ６０はパネルタブ４０、４１と
係合する。更に、方向合わせ用タブ６２が方向合わせ用ノッチ４２と整列した状態に維持
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されることによって、確実に、側面ガイド５０がパッチパネル２０に正しく取り付けられ
る。図４に示しているように、側面ガイド５０は、側面ガイド５０がパッチパネルフレー
ム２２と面一になり、方向合わせ用タブ６２がパッチパネル２０の方向合わせ用ノッチ４
２内に位置決めされるように、パッチパネル２０に取り付けられる。
【００２２】
　図１、図２及び図６から図９に示しているように、本発明の或る実施形態による成端済
カセット８０は、一対の解放タブ８４を含んでいる。解放タブ８４は、カセット８０の後
方角部から伸張し、成端済カセット８０の側壁８２に沿って配置されている。解放タブ８
４は、自由端８８を有するヒンジ部分８６を含んでいる。自由端８８は、カセットの側壁
８２に向けて下向きに伸張している。解放タブ８４は、本発明の譲受人に譲渡されている
米国特許第５，９９３，２３６号に開示されているモジュラープラグのラッチアームと同
様であり、同特許を参考文献としてここに援用する。
【００２３】
　図２、図６、及び図７は、パッチパネル２０の側面ガイド５０に取り付けられた成端済
カセット８０を示している。ガイドラッチタブ６４のリップ６６は、成端済カセット８０
をパッチパネル２０内に維持するために、成端済カセットの側壁８２と係合している。成
端済カセット８０の解放タブ８４は、ガイドラッチタブ６４の内の１つに隣接して位置し
ている。
【００２４】
　図８及び図９に示しているように、パッチパネル２０から成端済カセット８０を取り外
すには、解放タブ８４を押圧して、ガイドラッチタブ６４がカセットの側壁８２から外れ
始めるようにする。解放タブ８４は、カセットの側壁８２とガイドラッチタブ６４の間に
差し込まれて、ガイドラッチタブ６４を変位させる。解放タブ８４を一杯に押圧すると、
ガイドラッチタブ６４は、カセットの側壁８２を障害とならないようにかわして、成端済
カセット８０がパッチパネル２０から取り外せるようにする。
【００２５】
　本発明のこの実施形態の成端済カセット８０と解放機構は、或る角度に曲げられたパッ
チパネルと共に、又は高密度パッチパネルと共に使用することができる。一例として、図
１０は、成端済カセット８０を受け入れるための本発明の側面ガイド５０を備えた、或る
角度に曲げられたパッチパネル１２０を示している。図１１は、本発明の側面ガイド５０
が成端済カセット８０を受け入れるために取り付けられている高密度パッチパネル２２０
を示している。
【００２６】
　成端済カセット８０の解放機構は、顧客が、所望の移動、追加、又は変更を行う場合に
、工具を使用せずに片手だけを使って、成端済カセットをパッチパネルから素早く取り外
すことができるようにしている。
【００２７】
　図１２から図１７は、本発明の成端済カセットのもう１つの実施形態である、成端済カ
セット１１５を示している。本発明のこの追加の実施形態は、図６から図９に関連して説
明した成端済カセット８０と同様である。例えば、この追加の実施形態は、成端済カセッ
ト８０を取り付けることができる、上で説明した同じパッチパネル２０に取り付けること
ができる。図１７に示しているように、パッチパネル２０は、多数の成端済カセット１１
５が側面ガイド５０の間に配置されるように、成端済カセット１１５を受け入れる。成端
済カセット１１５は、同カセット１１５が隣接する側面ガイド５０の間をパッチパネル２
０にパチンと嵌るまで、パッチパネル２０の中へ真っ直ぐに挿入される。但し、成端済カ
セット８０とは異なり、図１２から図１７に示されている実施形態は、成端済カセット８
０の解放機構とは異なる解放機構を有している。以下に、成端済カセット１１５の解放機
構を詳細に説明する。
【００２８】
　図１２は、成端済カセット１１５の部分後面斜視図を示している。成端済カセット１１
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５は、カセット基部１２１とカセットカバー１２３を有している。カセット基部１２１は
、解放ラッチ１２２を含んでいる。代わりに、カセットカバー１２３が解放ラッチを含ん
でいてもよい。図１３と図１４は、成端済カセット１１５のカセット基部１２１の斜視図
であり、解放ラッチ１２２を更に詳細に示している。
【００２９】
　成端済カセット１１５は、一対の解放ラッチ１２２を含んでいる。図１２から図１４は
、成端済カセット又はカセット基部の一方の側の部分図を示しているが、反対側も実質的
に同様の解放ラッチ設計を有しているものと理解頂きたい。解放ラッチ１２２は、成端済
カセット基部１２１の側壁１２５に位置している。解放ラッチ１２２は、ヒンジ点１２６
とラッチタブ１２８と押圧タブ１３０を有する片持ち梁２４である。カセット基部１２１
は、カセット基部１２１の縁部から伸張している壁伸張部１３４を好適に含んでいる。壁
伸張部１３４は、カセット基部１２１の後部に、解放ラッチ１２２の上方に配置されてい
る。
【００３０】
　成端済カセット基部の側壁１２５のスロット１３６は、片持ち梁１２４を形成する働き
をする。図示のように、スロット１３６は、成端済カセット基部の底に向けて配置されて
いる。スロットは、ヒンジ点１２６から壁伸張部１３４まで伸張していてもよい。
【００３１】
　解放ラッチ１２２は、更に、ラッチタブ１２８を含んでいる。ラッチタブ１２８は、成
端済カセット基部１２１の片持ち梁１２４から突き出ている部分である。解放ラッチは、
更に、押圧タブ１３０を含んでいる。押圧タブ１３０を内向きに押し付けると、ラッチタ
ブ１２８は、ラッチタブ１２８が片持ち梁のヒンジ点１２６と押圧タブ１３０の間に配置
されているので、内向きに動く。更に、カセット基部１２１の側壁１２５は、壁伸張部１
３４を含んでいる。この壁伸張部は、カセット基部１２１の後部に位置しており、押圧タ
ブ１３０の上方に好適に位置している。壁伸張部は、把持面として好適に働き、好都合に
も、顧客が成端済カセットを取り付けるか又は取り外すために押圧タブ１３０を押してい
る時に、顧客に追加の把持部を提供している。
【００３２】
　更に、或る好適な実施形態では、成端済カセット基部１２１は、図１４に示しているよ
うに、カセット基部１２１の内部１４２のリブ１４０にノッチ１３８を含んでいる。ノッ
チ１３８は、解放ラッチ１２２のためのクリアランスを提供するために、内部リブ１４０
に設けられている。更に、ノッチ１３８は、解放ラッチ１２２の片持ち梁１２４が過剰に
撓むのを防ぐための、解放ラッチ１２２の積極的な停止装置としても働く。過剰な撓みは
、片持ち梁のヒンジ点１２６に過度な応力を引き起こす可能性がある。ノッチ１３８は、
ヒンジ点１２６の応力を好適に制限しており、これにより解放ラッチの構造的な安定性と
強度が増す。
【００３３】
　成端済カセット１１５の様な成端済カセットは、上で説明したパッチパネルに容易に取
り付け取り外すことができる。図１５と図１６は、パッチパネル２０の側面ガイド５０に
取り付けられた成端済カセット１１５を示している。パッチパネル２０のガイドラッチタ
ブ６４のリップ６６は、解放ラッチ１２２のラッチタブ１２８と係合して、成端済カセッ
ト１１５をパッチパネル２０内に維持している。互いに係合するために、ガイドラッチタ
ブ６４とラッチタブ１２８は相補的な形状を有している。図１５と図１６は、ガイドラッ
チタブとラッチタブの相補的な形状の１つの例を示しているが、ガイドラッチタブとラッ
チタブについては、ガイドラッチタブとラッチタブが係合する限り、他の形状も可能であ
るものと理解頂きたい。成端済カセット１１５がパッチパネル２０の中に完全に挿入され
ると、ラッチタブ１２８は、ガイドラッチタブ６４の後ろにパチンと嵌って係止する。ラ
ッチタブ１２８がガイドラッチタブ６４に係合すると、パッチパネル２０は、成端済カセ
ット１１５をしっかり係止して所定の位置に保持する。
【００３４】
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　更に、成端済カセットに機械的な荷重が掛けられる事態が生じた時、パッチパネル２０
と成端済カセット１１５のそれぞれのラッチは、成端済カセット１１５をパッチパネル内
の所定の位置にしっかりと保持するよう働く。解放ラッチ１２２は、好適にも自己増力ラ
ッチなので、カセットに後向き又は横の荷重が掛かると、ラッチは、パッチパネルの保持
機構との係合を強める。例えば、成端済カセット１１５に後向き及び/又は横向きの荷重
が掛けられるというシナリオでは、パッチパネル２０のガイドラッチタブ６４と成端済カ
セット１１５のラッチタブ１２８は係合を強める。より具体的には、成端済カセット１１
５に後ろ又は横向きの荷重が掛かると、ガイドラッチタブ６４とラッチタブ１２８は、荷
重の無いシナリオよりも一層強く互いに係合することになる。例えば、成端済カセットの
ケーブルが誤って引かれたり、ぐっと強く引っ張られたり、又は捻られると、ガイドラッ
チタブ６４とラッチタブ１２８は相互係合を強めるので、成端済カセット１１５はパッチ
パネル２０にしっかりと装着された状態に留まる。
【００３５】
　図１６に示しているように、成端済カセット１１５をパッチパネル２０から取り外すに
は、押圧タブ１３０を押圧して、ガイドラッチ６４が成端済カセット１１５のラッチタブ
１２８から外れ始めるようにする。成端済カセット１１５をパッチパネルから取り外す場
合、顧客は、壁伸張部１３４と押圧タブ１３０を掴むことによって成端済カセット１１５
を把持し、押圧タブを内向きに押せば、成端済カセット１１５をパッチパネル２０から引
き出すことができる。図１６に点線で示されているように、押圧タブを内向きに押圧する
か又は押すと、ラッチタブ１２８も内向きに撓む。押圧タブとラッチタブ１２８が内向き
に動くことによって、ラッチタブはパッチパネル２０のガイドラッチタブ６４のリップ６
６から外れる。ラッチタブ１２８は、パッチパネル２０のガイドラッチタブ６４のリップ
６６を障害とならないようにかわす。ラッチタブ１２８がガイドラッチ６４のリップ６６
をかわすと、成端済カセット１１５はパッチパネル２０から容易に取り外せるようになる
。
【００３６】
　成端済カセット８０の場合と同じように、本発明のこの実施形態の成端済カセット１１
５と解放ラッチも、角の付いたパッチパネルと共に又は高密度パッチパネルと共に使用す
ることができる。一例として、図１０は、成端済カセット８０又は成端済カセット１１５
の様な成端済カセットを受け入れることのできる本発明の側面ガイド５０を備えている、
或る角度に曲げられたパッチパネル１２０を示している。図１１は、成端済カセットを受
け入れるために本発明の側面ガイド５０が取り付けられている高密度のパッチパネル２２
０を示している。
【００３７】
　本発明のこの実施形態の利点は、成端済カセット１１５をパッチパネルから取り外そう
とする際、ラッチを解放してカセットを自由にするのに、圧迫力をほとんど加える必要が
ないことである。片持ち梁は、圧力が加えられると容易に撓む。更に、上で説明したラッ
チ８４を有する成端済カセット８０の場合と同じように、成端済カセット１１５の解放ラ
ッチ１２２は、顧客が、所望の移動、追加、又は変更を行う場合に、工具を使用せず片手
だけを使って、成端済カセットをパッチパネルから素早く取り外すことができるようにし
ている。
【００３８】
　更に、成端済カセット１１５の壁伸張部の造形は、好都合にも、成端済カセットをパッ
チパネルから取り外す際に、顧客が握るのに都合のよい構造を提供している。把握部のお
かげで、顧客は、パッチパネルからのカセットの取り外しを支援するために、成端済カセ
ットのケーブルを握る必要がなくなる。例えば、成端済カセット１１５が光ファイバーの
成端済カセットであるというシナリオでは、パッチパネルからのカセット取り外しを支援
するのに、顧客に光ファイバーケーブルを握るよう要求するのは望ましくない。顧客が取
り外しを支援するために光ファイバーケーブルを握れば、光ファイバーコネクタの端子又
はファイバーに傷のつく恐れがある。既に説明した解放ラッチと壁伸張部とのおかげで、
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使用者は、取り外しを支援するためにケーブルを握る必要なしに、成端済カセットをパッ
チパネルから容易に取り外すことができる。
【００３９】
　図１８と図１９には、本発明の別の実施形態を示している。具体的には、図１８と図１
９は、本発明の或る実施形態による成端済の高密度マルチファイバープッシュオン（ＭＰ
Ｏ）ケーブルアッセンブリ１５０を示している。図１８と図１９に示されているように、
カセットアッセンブリ１５０は、成端済カセット１１５に関して先に説明したものと同じ
解放ラッチ１２２を含んでいる。従って、カセットアッセンブリ１５０は、成端済カセッ
ト８０と成端済カセット１１５の何れをも取り付けることのできる、上で説明した同じパ
ッチパネル２０に取り付けることができる。
【００４０】
　図１９は、成端済高密度ＭＰＯケーブルアッセンブリ１５０の分解図を示している。カ
セットアッセンブリ１５０は、基部１５２とカバー１５４を含んでいる。基部とカバーは
一体にパチンと嵌め合わすことができる。カセットアッセンブリ１５０は、更に、基部１
５２にパチンと嵌め込むことができるＭＰＯ様式のアダプター１５６を含んでいる。基部
は、ＭＰＯ様式のアダプター１５６を保持する矩形穴１５８を含んでいる。矩形穴１５８
は、ＭＰＯ様式のアダプター１５６を受け入れて係止する。６つの矩形穴１５８が示され
ているが、必要とされるＭＰＯ様式のアダプター１５６の数が少ない場合は、設ける穴１
５８も少なくてよい。
【００４１】
　マルチファイバーケーブル１６０は、ＭＰＯ光ファイバーコネクタ１６２で成端されて
いる。ファイバーコネクタ１６２とＭＰＯ様式のアダプター１５６は、基部１５２に取り
付けられると、コネクタがアダプターに嵌り込む。ケーブル１６０は、歪み緩和金具１６
４と保持用ナット１６６によって基部１５２に取り付けられている。ケーブル１６０の強
度部材は、スクリュー１６８とナット１７０によって基部に好適に取り付けられている。
基部の中には、スクリュー１６８用の穴となるボス１７２が設けられていてもよい。更に
、強度を高めるために、ボス１７２にガセット１７４を付け加えてもよい。強度部材を基
部に取り付けることによって、野外ケーブルを取り付ける際に要求される追加の引っ張り
強度が好適に提供される。
【００４２】
　カセットアッセンブリ１５０は、更に、カセットの後部に角度の付いた輪郭１８０を含
んでいる。角度の付いた輪郭１８０は、カセットを装着相手のパッチパネルに挿入し及び
取り外す場合のクリアランスを提供する働きをする。これは、様々な理由で好都合である
。例えば、顧客は、カセットとカセットの間に手を入れて、他のカセットを乱すことなく
個別のカセットを取り外すことができる。更に、角度の付いた輪郭１８０は、カセット１
５０をパッチパネル２０に挿入し又はパッチパネル２０から取り外す際に、顧客が握る追
加の把持部を提供する。角度の付いた輪郭１８０のおかげで、顧客は、パッチパネルから
取り外すのを支援するためにケーブル１６０を握る必要がなくなる。更に、カセットアッ
センブリ１５０は角度の付いた輪郭を有しているので、追加の把握部を提供する壁伸張部
１３４は必ずしも必要ではない。しかしながら、カセットアッセンブリ１５０は、追加の
把握部となる壁伸張部１３４を含んでいてもよいものと理解頂きたい。
【００４３】
　上で論じたように、カセットアッセンブリ１５０は、パッチパネル２０の様なパッチパ
ネルに取り付けることができる。解放ラッチ１２２を有するカセットアッセンブリ１５０
は、或る角度に曲げられたパッチパネルと共に又は高密度のパッチパネルと共に使用する
ことができる。例えば、或る好適な実施形態では、カセットアッセンブリ１５０は、図１
０に示している或る角度に曲げられたパッチパネル１２０に取り付けることができる。カ
セットアッセンブリ１５０の角度の付いた輪郭１８０のおかげで、カセットは、既に取り
付けられている隣接するカセットに邪魔されることなく、装着相手の或る角度に曲げられ
たパッチパネル１２０に挿入することができる。同様に、カセットは、パッチパネルに取



(11) JP 5113850 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

り付けられている隣接するカセットに邪魔されることなく、装着相手の或る角度に曲げら
れたパッチパネル１２０から取り外すことができる。
【００４４】
　以上、本発明の特定の好適な実施形態を示し説明してきたが、当業者には明らかなよう
に、本発明には、本発明の教示から逸脱することなく、変更及び修正を加えることができ
る。これまでの説明に記載され添付図面中に示されている事柄は、説明のみを目的として
提示したものであり、何ら限定を課すものではない。
【００４５】
　図示の実施形態は一例に過ぎず、本発明の範囲を限定するものと見なすべきではないと
解釈して頂きたい。特許請求の範囲に記載の内容は、その趣旨の記載がない限り、記載さ
れている順序又は要素に限定されるものと読み取るべきではない。従って、特許請求の範
囲に記載の内容及びその等価物の範囲及び精神に含まれる全ての実施形態は、本発明の特
許請求の対象となる。
【符号の説明】
【００４６】
　　２０　パッチパネル
　　２２　フレーム
　　２４　上フランジ
　　２５、２７　支持フランジ
　　２６　下フランジ
　　２８　開口部
　　３２　取付板
　　３４　取付穴
　　４０、４１　パネルタブ
　　４２　方向合わせ用ノッチ
　　５０　側面ガイド
　　５２　上面
　　５４　下面
　　５６、５７　スロット
　　６０　ガイドタブ
　　６２　方向合わせ用タブ
　　６４　ガイドラッチタブ
　　６６　リップ
　　８０　成端済カセット
　　８２　側壁
　　８４　解放タブ
　　８６　ヒンジ部
　　８８　自由端
　　１１５　成端済カセット
　　１２０　或る角度に曲げられたパッチパネル
　　１２１　基部
　　１２２　解放ラッチ
　　１２３　カセットカバー
　　１２４　片持ち梁
　　１２５　側壁
　　１２６　ヒンジ点
　　１２８　ラッチタブ
　　１３０　押圧タブ
　　１３４　壁伸張部
　　１３６　スロット
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　　１３８　ノッチ
　　１４０　リブ
　　１４２　基部内部
　　１５０　カセットアッセンブリ、ケーブルアッセンブリ
　　１５２　基部
　　１５４　カバー
　　１５６　アダプター
　　１５８　穴
　　１６０　ケーブル
　　１６２　コネクタ
　　１６４　歪み緩和金具
　　１６６　保持用ナット
　　１６８　スクリュー
　　１７０　ナット
　　１７２　ボス
　　１７４　ガセット
　　１８０　角度の付いた輪郭
　　２２０　高密度パッチパネル

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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